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告 示 

鳥取県告示第27号 

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する医師を指定したので、鳥取県身体障害者

福祉法施行細則（平成６年鳥取県規則第17号）第３条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年１月30日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

診療科目 診断に係る障害の範囲 氏  名 勤 務 先 

消化器外科 ぼうこう又は直腸機能障害 河野 友輔 米子市西町36－１ 

鳥取大学医学部附属病院 

脳神経小児科 肢体不自由 吉野 豪 〃 

小児科 
〃 

小枝 達也 米子市上福原七丁目13－３ 

鳥取県立総合療育センター 

〃 ぼうこう又は直腸機能障害 坂田 晋史 〃 

                                                    

鳥取県告示第28号 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、大規模小売店舗について同法第

５条第１項第２号に掲げる事項の変更の届出があったので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３

項の規定により、次のとおりその概要等を告示し、関係書類を縦覧に供する。 

  令和８年１月30日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

Ｓ－ｍａｒｔ田園町店 鳥取市田園町四丁目142－３ほか 

２ 大規模小売店舗を設置している者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

  八幡玉木不動産株式会社 代表取締役 玉木 美香 鳥取市丸山町217－10 

３ 変更した事項 

(１) 大規模小売店舗の名称 

変更前 （仮称）Ｓ－ｍａｒｔ田園町店 

変更後 Ｓ－ｍａｒｔ田園町店 

(２) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

変更前 株式会社エスマート 代表取締役 川木 光義 

変更後 株式会社エスマート 代表取締役 寺谷 淳 

４ 変更年月日 

 令和８年１月15日（ただし、３(２)に係る事項は令和２年９月１日） 

５ 届出年月日 

  令和８年１月15日 

６ 縦覧に供する書類 

  届出書 

７ 縦覧に供する期間 

    令和８年１月30日から４月間 

８ 縦覧の方法及び縦覧に供する場所 

鳥取県商工労働部企業支援課のホームページに掲載するとともに、鳥取県商工労働部企業支援課及び鳥取市

経済観光部経済・雇用戦略課において縦覧に供する。 

９ 意見書の提出 

    大規模小売店舗の変更に関し意見を有する者は、７の期間内に、知事に意見書を提出することができる。 
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鳥取県告示第29号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、県道の区域を次のように変更したので、同項

の規定により告示する。 

その関係図面は、令和８年１月30日から２週間鳥取県県土整備部道路局道路企画課（鳥取市東町一丁目220）

において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月30日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

路 線 名 
変 更 

前後別 
区  間 

敷地の幅員 

（メ－トル） 

敷地の延長 

（メ－トル） 

津山智頭

八東線 
変更前 

八頭郡智頭町大字坂原字砂田667－１地先から同大

字字吹谷口408－６地先まで 
8.1～39.5 87.0 

変更後 
八頭郡智頭町大字坂原字砂田658－３地先から同大

字字吹谷口408－６地先まで 
10.9～39.5 87.0 

                                                    

鳥取県告示第30号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり県道の供用を開始するので、同項

の規定により告示する。 

その関係図面は、令和８年１月30日から２週間鳥取県県土整備部道路局道路企画課（鳥取市東町一丁目220）

において一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月30日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

路 線 名 区     間 供用開始の期日 

津山智頭八東線 八頭郡智頭町大字坂原字砂田658－３地先から同大字字吹谷口408

－６地先まで 

令和８年１月30日 

                                                    

鳥取県告示第31号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定

に基づき、指定障害福祉サービス事業者から指定障害福祉サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同

法第51条の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年１月30日 

鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

名 称 
主たる事務所の

所在地 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行って

いる事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行っ

ている事業所の所在

地 

障害福祉サービ

スの種類 
廃止年月日 

特定非営利

活動法人山

陰福祉の会 

米子市上 福 原

317－１ 

さんふくフォレスタ 米子市上福原317－

１ 

就労継続支援Ａ

型 

令和８年１月

31日 

                                                    

公 告 

土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により収用の裁決手続の開始を決定したので、次のと

おり公告する。 

  令和８年１月30日 
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鳥取県収用委員会会長 木  村     潤   

１ 起業者の名称 

鳥取県 

２ 事業の種類 

米子境港都市計画道路事業３・４・32号両三柳中央線及び３・３・４号西福原河崎線 

３ 収用の裁決手続の開始を決定した年月日 

  令和８年１月15日 

４ 収用の裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積、土地所有者の氏名及び住所並びに土地

に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類 

土地 土地所有者 
土地に関して権利を有する関

係人 

所在 地番 

地目 
全筆の地積（平

方メートル） 

収用の裁決

手続の開始

を決定した

土地の地積

（平方メー

トル） 

氏名 住所 氏名 住所 
権利の

種類 

土地の

登記記

録上の

もの 

現況 

土地の

登記記

録上の

もの 

実測 

米子市両

三柳字御

建通重助

道東 

2066

－１ 

宅地 宅地 778.33 779.60 54.51 株式会社

モビリア 

倉吉市堺

町二丁目

961－１ 

株式会社

ハピネラ

イフ一光 

三重県津

市西丸之

内36－25 

賃借権 

2066

－６ 

宅地 宅地 78.11 79.34 45.08 

 


